
（平成２２年１２月８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 7 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認秋田地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

秋田国民年金 事案 725 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年４月から 45 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： ① 昭和 39 年 10 月から 40 年３月まで 

② 昭和 43 年 10 月から 45 年３月まで 

私たち夫婦は、申立期間当時、納税貯蓄組合に加入し、夫婦二人分

の国民年金保険料を集金人に毎月納付していた。 

申立期間①当時はＡ事業所等を経営し、申立期間②当時はＢ事業所

等を経営しており、景気も良く、申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②について、「夫婦二人分の国民年金保険料

を一緒に納付していた。」と主張しているところ、Ｃ市町村が保管する

国民年金被保険者名簿により、昭和 36 年度から 46 年度までの期間にお

いて、申立人及びその夫の保険料の納付が確認できる期間については、

夫婦の納付年月日はすべて一致していることが確認できることから、申

立人の申立期間②のうち、夫については納付済みとなっている昭和 44 年

４月から 45 年３月までについては、一緒に納付したはずであるとする主

張に不自然さはみられない。 

   しかしながら、申立期間①、及び申立期間②のうちの上記の期間を除く

昭和 43 年 10 月から 44 年３月までの期間については、一緒に納付してい

たとする夫も未納となっていることが確認できる。 

また、申立人は、「申立期間当時は納税貯蓄組合に加入し、国民年金

保険料を集金人に毎月納付していた。」と主張しているところ、申立期間

当時、当該納税貯蓄組合において国民年金保険料も取り扱っていたとする



                      

  

証言等は得られない上、国民年金被保険者名簿によると、申立人の昭和

38 年度の保険料は３か月ごとに納付、39 年度は前期（４月から９月まで

の６か月）の保険料を一括納付、40 年度の保険料は前期及び後期ごとに

一括納付していることが確認できるほか、組合員であった複数の者の納付

日はそれぞれ相違しており、納税貯蓄組合において毎月集金が行われてい

たとする状況はうかがえない。 

さらに、申立期間①、及び申立期間②のうちの昭和 43 年 10 月から 44

年３月までの期間について、申立人が国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間②のう

ち、昭和 44 年４月から 45 年３月までの国民年金保険料を納付していたも

のと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田国民年金 事案 726 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

重複して納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年１月から同年３月まで 

私の手元に、昭和 53 年度の１月から３月までの期間に係る国民年金

保険料の領収書が２枚ある。 

申立期間について、重複納付をしているものと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、「Ａ銀行Ｂ支店で二

重に納付した。」と主張しているところ、昭和 54 年 10 月 11 日付けで申

立期間の保険料を納付したことを示すＡ銀行Ｂ支店の領収印がある「昭

和 53 年度国民年金保険料納入通知書兼領収書（Ｃ市町村長名で昭和 54

年３月 20 日発行）」及び 54 年 10 月 15 日付けで申立期間の保険料を納

付したことを示すＡ銀行Ｂ支店の領収印がある「納付書・領収証書（国

庫金納入告知書）」を所持している。 

 また、申立期間の国民年金被保険者台帳（旧台帳）には、申立期間の

国民年金保険料を還付した記録は無く、Ｃ市町村及びＤ年金事務所にお

いても、申立期間の国民年金保険料を還付したことが確認できる記録は

見当たらない。 

 さらに、申立人が、「二重に納付した。」としている申立期間の国民

年金保険料のうち、Ｃ市町村長名で発行した納付書によって、昭和 54 年

10 月 11 日付けで納付された分について、Ｃ市町村では、「当時、どのよ

うな処理をしたか不明である。」と回答しており、当該保険料が申立人

に返還されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を重複して納付していたものと認められる。 



                      

  

秋田厚生年金 事案 926 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格喪失日

に係る記録を平成９年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 59

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年３月 31 日から同年４月１日まで 

私が所持する臨時的任用通知書から、平成８年４月１日から同年９

月 30 日までの期間及び８年 10 月２日から９年３月 31 日までの期間に

おいて、Ａ事業所に勤務していたことが確認できるが、同事業所に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失年月日が９年３月 31 日となっているの

で、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する臨時的任用通知書から、申立人は、Ａ事業所に平成

９年３月 31 日まで勤務していたことが確認できる。 

また、Ａ事業所では、「当時の資料は無いが、任用期間が平成９年３

月 31 日までの場合、職種を問わず、厚生年金保険被保険者資格喪失日は

同年４月１日であることから、申立人については、資格喪失日を誤って

同年３月 31 日として届け出たことが考えられる。また、同年３月 31 日

まで勤務した臨時職員については、同年３月分の厚生年金保険料を控除

したと思われる。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ事業所におけ

る平成９年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、59 万円とするこ



                      

  

とが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、Ａ事業所では、「当時の資料は無いが、資格喪失日を誤っ

て平成９年３月 31 日として届け出たことが考えられる。」と回答してい

る上、事業主が資格喪失日を同年４月１日と届け出たにもかかわらず、

社会保険事務所がこれを同年３月 31 日と誤って記録することは考え難い

ことから、事業主は同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付さ

れるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



                      

  

秋田国民年金 事案 727 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年 10 月から 40 年３月までの期間及び 43 年 10 月から

44 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年 10 月から 40 年３月まで 

② 昭和 43 年 10 月から 44 年３月まで 

私たち夫婦は、申立期間当時、納税貯蓄組合に加入し、夫婦二人分

の国民年金保険料を集金人に毎月納付していた。 

申立期間①当時はＡ事業所等を経営し、申立期間②当時はＢ事業所

等を経営しており、景気も良く、申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②について、「夫婦二人分の国民年金保険料

を一緒に納付していた。」と主張しているところ、Ｃ市町村が保管する

国民年金被保険者名簿により、昭和 36 年度から 46 年度までの期間にお

いて、申立人及びその妻の保険料の納付が確認できる期間については、

夫婦の納付年月日はすべて一致していることが確認できるが、申立期間

①及び②についてはその妻も未納であることが確認できる。 

また、申立人は、「申立期間当時は納税貯蓄組合に加入し、国民年金

保険料を集金人に毎月納付していた。」と主張しているところ、申立期

間当時、当該納税貯蓄組合において国民年金保険料も取り扱っていたと

する証言等は得られない上、国民年金被保険者名簿によると、申立人の

昭和 38 年度の保険料は３か月ごとに納付、39 年度は前期（４月から９月

までの６か月）の保険料を一括納付、40 年度の保険料は前期及び後期ご

とに一括納付していることが確認できるほか、組合員であった複数の者

の納付日はそれぞれ相違しており、納税貯蓄組合において毎月集金が行



                      

  

われていたとする状況はうかがえない。 

さらに、申立期間①及び②について、申立人が国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田国民年金 事案 728 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年 10 月から 52 年３月までの期間及び 52 年 10 月から

54 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51 年 10 月から 52 年３月まで 

             ② 昭和 52 年 10 月から 54 年３月まで 

    国民年金保険料を納めなければ将来年金を受け取ることができないこ

とは分かっていたが、生活に余裕が無く、なかなか納めることができな

かった。ある日、年金係の人が自宅を訪問し、このままでは年金を受給

することができなくなると説明され、納付することにした。当時は、自

宅に来た集金人へ国民年金の保険料を納付していたと記憶している。昭

和 51 年 10 月から 52 年３月までの期間及び 52 年 10 月から 54 年３月ま

での期間の領収書を保存しており、未納期間になっていることに納得が

いかないので調査をお願いする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間①及び②に係る国民年金保険料の領収書を保管し

ている。」と主張しているところ、申立人が保管する「納付書・領収証

書」は、申立期間①及び②の保険料を納付するためのものではあるが、

「納付書・領収証書」、「領収済通知書」及び「領収控」が３枚綴
つづ

りの

まま保管され、３枚とも「領収日付印又は領収年月日領収者名及び領収

印」の欄は空欄であることから、申立期間①及び②の保険料を納付した

ことを示す領収書であるとは認められない。 

   また、当時、Ａ社会保険事務所（当時）においては、職員が秋から冬に

かけて国民年金保険料の未納者等に対して戸別訪問し、納付勧奨等を行

っていたとしており、通常、戸別訪問時に過年度保険料を納付した場合、

領収書は発行されるが、納付書が発行されることはなく、申立人は、そ



                      

  

の場で保険料を支払うことができなかったため、申立人が保管する「納

付書・領収証書」が発行されたものと推認される。 

さらに、申立人の元夫の国民年金保険料の納付記録は、申立人の納付

記録とすべて一致していることが確認できるところ、申立期間①及び②

は、元夫も未納となっていることが確認できる。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 
これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田国民年金 事案 729 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年 10 月から 61 年２月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60 年 10 月から 61 年２月まで 

私は、高校を卒業後、Ａ校に通っていたが、20 歳の誕生日を迎えた

昭和 60 年＊月ごろ、祖父が国民年金の加入手続を行い、自宅に来る集

金人に国民年金保険料を納付してくれていた。 

昭和 60 年＊月の１か月分のみが納付済みとされているが、61 年３月

に厚生年金保険に加入するまで、継続して納付してくれていたと思う

ので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 60 年＊月ごろに、祖父が私の国民年金の加入手続を

行い、61 年３月に厚生年金保険に加入するまで集金人に私の保険料を納

付していた。」と主張しているところ、Ｂ市町村が保管する国民年金被保

険者台帳及び国民年金被保険者カードによると、申立人は、60 年＊月＊

日に国民年金被保険者資格を取得した後、同年 10 月１日に被保険者資格

を喪失していることが確認でき、申立期間は国民年金に未加入の期間とな

っていることから、制度上、申立期間の保険料を納付することはできなか

ったものと考えられる。 

また、Ｂ市町村では、「申立人は、当初、強制加入被保険者として適用

となったものの、その後、任意加入被保険者に種別が変更されていること

が国民年金被保険者台帳の事跡から確認できる。任意加入被保険者につい

ては、被保険者又は家族からの申出により資格取得及び資格喪失の手続を

行っていたことから、申立期間当時、申立人が学生だったので、家族の申

出により、資格喪失の手続が行われたものと考えられる。」と回答してい

る。 



                      

  

さらに、申立期間の国民年金保険料を集金していたとされる集金人は既

に死亡しており、別の集金人は、「集金人は、資格取得及び資格喪失の手

続は行っていなかった。また、資格を喪失した者から保険料を集金するこ

ともなかった。」と証言している。 

加えて、申立人及びその両親は、申立期間の国民年金保険料の納付に関

与しておらず、申立人の祖父は既に死亡している上、申立人の祖父が保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田厚生年金 事案 924 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年９月ごろから 45 年 11 月ごろまで 

             ② 昭和 46 年４月ごろから 48 年３月１日まで 

私は、昭和 44 年９月ごろ、Ａ株式会社にＢ職として入社した。45 年

11 月ごろに一度退職し、４か月ほど別の事業所に勤務したが、46 年４

月ごろに再び同社に戻り、定年退職まで継続して勤務した。私の厚生年

金保険の加入記録では、被保険者資格取得日が 48 年３月１日となって

いるが、それ以前から勤務していたことは間違いないので調査してほし

い。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 複数の同僚等の証言から、申立人は、申立期間①及び②においてＡ株式

会社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ株式会社は、平成 20 年 10 月 18 日に事業を廃止して

おり、申立期間当時の事業主は既に死亡していることから、申立期間に係

る申立人の厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、申立期間①については、申立人が同じＢ職として勤務していたと

記憶する同僚二人についても、Ａ株式会社における厚生年金保険の加入記

録は確認できない。 

さらに、申立期間①当時のＡ株式会社の事務員は、「当時、就業規則は

無く、試用期間の取扱いは人によって相違していた。従業員を厚生年金保

険に加入させる時期は、社長が決定し、加入させてもらえない人もい

た。」と証言しているところ、Ａ株式会社において、申立期間当時、厚生

年金保険被保険者資格を取得し、入社日が把握できた８人のうち３人が、



                      

  

「入社と同時に厚生年金保険に加入した。」と証言しているものの、他の

５人は、入社後２か月から約１年の試用期間があった旨証言している。 

加えて、申立期間②当時のＡ株式会社の事務責任者は、「申立人は、Ｂ

職の長として勤務していたので厚生年金保険に加入させていたはずである

が、厚生年金保険に加入させていない者の給与から保険料を控除すること

はなかった。」と証言しているところ、申立期間当時の申立人に係る厚生

年金保険の加入手続については具体的な記憶は無い上、事務担当者は、

「厚生年金保険の加入基準は定まっておらず、人によって違っていた記憶

がある。人事や経理関係は、社長や副社長が判断し、事務員に指示してい

た。」と供述している。 

その上、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を確認し

たが、申立人の加入記録は昭和 48 年３月１日から 55 年７月１日まで以外

には無く、申立期間において健康保険番号の欠番も無い。 

このほか、申立期間①及び②について、厚生年金保険料が給与から控除

されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、控除されていた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田厚生年金 事案 925 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54 年９月ごろから 55 年４月ごろまで 

             ② 昭和 55 年８月ごろから 56 年３月ごろまで 

 申立期間①について、私は、昭和 54 年３月に高校を卒業し、同年４

月からＡ都道府県の大学へ進学したが、秋ごろに中退して実家に戻っ

て来た。その後、知人の紹介によりＢ株式会社に入社をした。最初は

アルバイト扱いだったが、入社から２、３か月後に正社員となった。 

 申立期間②について、友人に誘われて株式会社Ｃに入社した。最初

はアルバイト扱いでＤ担当だったが、入社から２か月ぐらい後に正社

員となり、併せてＥ担当となった。 

 申立期間について、厚生年金保険に加入していたものと認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｂ株式会社では当時の資料を保管していない

ため、申立人の同社における勤務事実は確認できないものの、申立人

は、同社Ｆ工場における勤務内容等について具体的に記憶しているこ

とから、期間は特定できないが、同社に勤務していたことが推認でき

る。 

しかしながら、Ｂ株式会社では、「当社では、申立期間当時から試

用期間を含めて労働時間等の雇用契約の内容に基づき、法令どおりに

社会保険及び労働保険の加入手続を行っている。短時間労働者につい

ても雇用保険には加入していたはずであり、雇用保険にも加入してい

ないのであれば、短期間のアルバイトの者であったため、社会保険の

加入対象ではなかったことが考えられ、その場合には給与から厚生年



                      

  

金保険料を控除することもない。」と回答しているところ、申立人の

同社における雇用保険の加入記録は確認できない。 

また、Ｂ株式会社において、申立期間①を含む前後の期間に厚生年

金保険の資格を取得した５人は、同社における厚生年金保険加入期間

と雇用保険の加入記録が一致していることが確認できる上、自身の勤

務期間を記憶している従業員は、勤務した期間と厚生年金保険の期間

は一致している旨供述している。 

さらに、申立期間①及びその前後の期間についてＢ株式会社に係る

厚生年金保険被保険者名簿を確認したが、申立人の加入記録は無く、

整理番号に欠番も無い。 

２ 申立期間②について、株式会社Ｃは平成 15 年８月 31 日に事業を廃

止しており、当時の資料を保管していないため、申立人の同社におけ

る勤務事実は確認できないものの、申立人は、同社における勤務内容

等を具体的に記憶していることから、期間は特定できないが、同社に

勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、株式会社Ｃの二人の元事務担当者は、「正社員は、

社会保険及び雇用保険に加入していた。それ以外の者は、労働時間等

の雇用契約の内容によるが、雇用保険には加入していたはずであり、

雇用保険にも加入していないのであれば、短期間のアルバイトであっ

たことが考えられ、その場合は給与から厚生年金保険料を控除するこ

とはない。また、アルバイトから正社員になった場合は、それと同時

に社会保険に加入させていた。」と証言しているところ、申立人の、

同社における雇用保険の加入記録は確認できない。 

また、株式会社Ｃにおいて、申立期間②を含む前後の期間に厚生年

金保険の資格を取得した４人は、同社における厚生年金保険の加入記

録と雇用保険の加入記録が一致していることが確認できる上、自身の

勤務期間を記憶している従業員は、勤務した期間と厚生年金保険の期

間は一致している旨供述している。 

さらに、申立期間②及びその前後の期間について、株式会社Ｃの健

康保険厚生年金保険被保険者原票を確認したが、申立人の加入記録は

無く、健康保険番号に欠番も無い。 

３ このほか、申立期間①及び②について、厚生年金保険料が控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、控除されていた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



                      

  

秋田厚生年金 事案 927 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年７月から 44 年 10 月まで 

② 昭和 48 年 10 月から 49 年９月まで 

③ 昭和 52 年 10 月から 56 年９月まで 

 私が株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間における厚生年金保

険の標準報酬月額が、申立期間①については６万円、申立期間②につい

ては 11 万円、申立期間③については昭和 52 年 10 月から 54 年９月まで

が 28 万円、54 年 10 月から 56 年９月までが 32 万円とされているが、

当時、給与が下がることはなかったので､申立期間の標準報酬月額を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、「毎年給与が上がっていたので、標

準報酬月額も上がっていたはずである。」と主張している。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立人の申立期間①におけ

る株式会社Ａに係る標準報酬月額は、申立期間①当時の標準報酬月額の

上限（最高等級）の６万円であることが確認できることから、実際の報

酬月額がこれを上回ったとしても標準報酬月額は６万円となる。 

２ 申立期間②について、申立人は、「毎月 16 万円ぐらいの給与が支給

されていた。」と主張している。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立人の株式会社Ａに係る

申立期間②の標準報酬月額は、昭和 48 年 10 月１日の定時決定において、

13 万 4,000 円から 11 万円に改定されているところ、申立人と同時期に

採用され、同様の業務に従事していた 12 人についても、その全員が、



                      

  

同年 10 月１日の定時決定において標準報酬月額は 13 万 4,000 円から減

額されていることが確認できる。 

また、当該 12 人のうち二人については、申立人と同様に 11 万円に改

定されていることが確認でき、申立人の申立期間②の標準報酬月額のみ

が同僚より低額であるという事情は見当たらない上、申立人の標準報酬

月額を遡及
そきゅう

して引き下げているなどの不自然な記録訂正の形跡も無い。 

さらに、株式会社Ａでは、「申立期間当時の社員の報酬月額及び標準

報酬月額に関する資料は保管していないが、申立期間②の標準報酬月額

が下がった原因として、基本給以外の残業手当、通勤手当等が減額した

ことが考えられる。」と回答している。 

３ 申立期間③について、申立人は、「昭和 52 年 10 月から 53 年９月ま

では 32 万円、53 年 10 月から 54 年９月までは 34 万円、54 年 10 月から

55 年９月までは 36 万円、55 年 10 月から 56 年９月までは 38 万円ぐら

いの給与が支給されていた。」と主張している。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立人の株式会社Ａに係る

申立期間③の標準報酬月額は、昭和 52 年 10 月１日の定時決定において

26 万円から 28 万円に改定され、54 年 10 月１日の定時決定において、

当時の上限（最高等級）である 32 万円に改定されているところ、申立

人と同時期に採用され、同様の業務に従事していた前述の 12 人の同僚

と比較して、申立人の申立期間③の標準報酬月額のみが同僚より低額で

あるという事情は見当たらない上、申立人の標準報酬月額の記録に不自

然な記録訂正の形跡も無い。 

なお、株式会社Ａでは、「申立期間③の標準報酬月額が前年度と比較

して同額又は増額している原因として、申立期間②と同様に、基本給以

外の残業手当、通勤手当等が影響していることが考えられる。」と回答

している。 

４ このほか、申立期間の報酬月額及び厚生年金保険料控除額を確認でき

る給与明細書等の資料は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 



                      

  

秋田厚生年金 事案 928 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 61 年 11 月 17 日から 62 年４月 13 日まで 

私は、申立期間において、Ａ株式会社Ｂ支店に出稼ぎ労働者として勤

務し、Ｃ業務やＤ業務に従事した。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び雇入通知書、同僚の証言から、申立人は、申立期

間においてＡ株式会社Ｂ支店に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ株式会社では、「当時の出稼ぎ労働者に係る厚生年

金保険の取扱いは、資料が残っていないため不明である。」と回答してい

るところ、申立人が一緒に出稼ぎ労働者として勤務したと記憶する同僚二

人も、Ａ株式会社Ｂ支店における厚生年金保険の加入記録は無く、一人は、

「厚生年金保険には加入していなかったと思う。また、給与から厚生年金

保険料は控除されていなかったと思う。」と証言し、もう一人は、「７、

８回ぐらい出稼ぎ労働者として勤務したが、会社から、出稼ぎ労働者は厚

生年金保険には加入していないと説明を受けた記憶がある。」と証言して

いる。 

また、申立期間当時、出稼ぎ労働者の取りまとめ役であった者は、

「私は、Ａ株式会社Ｂ支店に 20 回ほど出稼ぎに行ったが、同社では、毎

年 100 人以上の出稼ぎ労働者を雇用していたので、会社から出稼ぎ労働者

は厚生年金保険には加入させていないと説明を受けた。」と証言している

ところ、この者も同社における厚生年金保険の加入記録は無く、同社同支

店に係る事業所別被保険者名簿を確認したが、申立期間当時、出稼ぎ労働

者として勤務していたことがうかがえる者の加入記録は無い。 



                      

  

さらに、申立期間において、申立人及び前述の同僚二人は、いずれも

国民年金に加入し、保険料を納付していることが確認できる。 

加えて、Ａ株式会社では厚生年金基金に加入していたところ、企業年

金連合会では、「申立人の厚生年金基金の加入記録の有無を確認したが、

加入記録は無かった。」と回答している。 

このほか、申立期間について、厚生年金保険料が控除されていたこと

を確認できる給与明細書等の資料は無く、控除されていたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


